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沼田市立図書館 ESCO 事業提案募集要綱 

平成 29 年 10 月 

1 募集の趣旨 

 

本事業は、沼田市（以下「本市」という。）においてファシリティマネジメント施策

の一環として、市立図書館に ESCO（Energy Service Company）事業を導入することに

より、民間の資金とノウハウを活用し、設備等の省エネルギー化改修を行い、室内環境

の向上、環境負荷の低減、財政負担の平準化、並びに光熱水費の効果的な削減を図るも

のです。 

本募集の目的は、民間事業者から優れたノウハウを活かした企画・設計・施工、事業

資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案（以下「ESCO 提案」という。）

を受けるために公募を行い、本市にとって最も優れていると考えられる優先交渉権者を

選定することにあります。 

本事業は、一般の ESCO 事業に比べて施設規模、エネルギー使用量が小規模であり、

かつ改修必須項目として空調設備の全面更新、照明の LED 化及び屋根改修を含むこと

から、「①本市が ESCO 設備改修・更新に必要な費用の一部を ESCO サービス料に上乗せ

し②フィージビリティスタディの前段階で優先交渉権者の選定をプロポーザル方式で

実施（以下「プロポーザル提案」という。）した上で、優先交渉権者と本市との詳細協

議により、ESCO 事業フレームを構築する」ものとします。 

最も優れている提案を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）は、プロポー

ザル提案の内容を基に ESCO 事業フレームを構築し、本市との間で契約の締結に向けた

詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者（以下「事業者」という。）として本

市と契約（以下「ESCO 契約」という。）を締結し、本事業を実施します。ただし、本事

業は、解除条件付きの募集であり、予算案件等が議会で承認されないこと等により本事

業が実施できなくなった場合には、本件は、提案を募集したことに留まり、事業化はさ

れないこととなります。 

 

2 事業概要 

 

2-1 事業の名称 

沼田市立図書館 ESCO 事業 

 

2-2 ESCO 契約方式 

シェアード・セイビングス契約（民間資金活用型） 

 

2-3 事業内容 
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(1)優先交渉権者は、本事業に関する事業フレームを本市と詳細協議を行い、ESCO 契約

に向けて必要な手続き等を行います。 

(2)優先交渉権者は、本市との ESCO 契約により事業者となり、省エネルギーを実現さ

せる包括的エネルギーサービス（以下「ESCO サービス」という。）を本市に提供し、本

市は ESCO サービスに対する報酬（以下「ESCO サービス料」という。）を事業者に支払

います。 

 

2-4 ESCOサービス料 

 ESCOサービス料の限度額（総額）は、230百万円（消費税 8％込み）とします。 

 

2-5 事業場所 

名称：沼田市立図書館 

住所：〒378-0042 群馬県沼田市西倉内町 821番地 1 

用途：社会教育施設 

規模：SRC 造 延べ面積 4,957.78 ㎡ 

 

2-6 事業スケジュール（予定） 

契約期間：事業者の提案による。ただし、10 年程度とする。 

ESCO事業提案募集開始：平成 29年 10月 

企画提案受付～優先交渉権者の決定：平成 29 年 11 月 

ESCO事業フレーム詳細協議：平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月 

補助金の申請：平成 30 年 4 月～5 月 

契約の締結：平成 30 年 8 月 

設計・工事期間：契約締結日～平成 31 年 3 月 31 日 

ESCOサービス開始期日：平成 31 年 4 月 1 日 

※契約期間は、本事業の趣旨に「長期にわたる安定した ESCO サービス、財政負担の

平準化、機器保有リスクの移転」が含まれることを考慮して設定してください。 

 

3 応募条件 

 

3-1 応募者 

(1)応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ（複数の企業の

共同）とします。 

(2)グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 社選定してください。 

(3)参加表明時、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてくだ

さい。 
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(4)応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行う

こととします。 

(5)ESCO 提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可

能とします。ただし、設立条件等に関しては、本市と協議した上で合意を得る必要があ

ります。 

 

3-2 応募者の役割 

応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は、各構成員が以下の役割を分担す

るものとします。 

(1)事業役割：本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うも 

のとします。 

(2)設計役割：設計に関する業務及び監理に関する業務を全て実施するものとします。 

(3)建設役割：建設に関する業務を全て実施するものとします。 

(4)その他役割：上記(1)～(3)以外の運転、維持管理、金融、燃料供給などに関する業

務を各々実施するものとします。 

 

3-3 応募者の資格 

応募者の資格要件は、次のとおりとします。 

なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があります。 

(1)応募者は、「8 ESCO 提案時提出書類」に示す提出書類により、本 ESCO 提案募集要

綱の内容を十分に遂行できると認められる者であること。 

(2)応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削

減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。 

(3)応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証する

ことができる者であること。 

(4)応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、ESCO 契約及び本事業の実施、

諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。 

(5)事業役割を担う応募者は、省エネルギー改修工事又は ESCO 事業の実績があり、経

営等の状況が良好であること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも

代表者が本要件を満たすこと。 

(6)設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士（建設、電気・電子、

機械、又は衛生工学）若しくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、又はこれらに類

する資格者が所属する者であること。ただし、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第

3 条第 2 項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに

準ずることとする。 

(7)建設役割を担う応募者は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規
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定により提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、又はこれに類す

る許可を受けた者であること。 

なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第 26 条に基づき、監理技術者等を選任す

ること。 

(8)既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、

本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。 

 

3-4 応募者の制限 

本募集要綱公表の日から提案書提出日までの間において、次の要件のいずれかに該当

する者は、応募者及び応募者の構成員となることができません。 

(1) 沼田市指名競争入札参加資格業者指名停止基準（平成 3 年 4 月 1 日制定）に基づ

く指名停止、又は沼田市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 19 年 6 月 1 日制定）

に基づく指名除外を受けている者 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。 

(3)手形交換所による取引停止処分を受けてから 2 年間を経過していない者、又は本事

業の提案書提出日の前 6 か月以内に不渡り手形若しくは不渡り小切手を出した者。 

(4)建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による

営業停止の処分を受けている者 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律 77 号）第 3 条又

は第 4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代

理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者 

(6)民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの再生手続開始決定がされている者 

(7)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がされている者。 

(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者と

して国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者 

(9)応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 

(10)法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

3-5 応募に関する留意事項 

(1)費用負担 

応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

(2)提出書類の取り扱い・著作権 

提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、提出書類は返却しません。

本市は、ESCO 提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりするこ



5 

 

とはありません。 

なお、応募者が事業者となった場合、その著作権は、本市に帰属するものとします。 

(3)特許権 

ESCO 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本

国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、

設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が

負うものとします。 

(4)本市からの提示資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、

応募者は、応募に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。 

(5)1 応募者の複数提案の禁止 

1 応募者は、1つの提案しか行うことができません。 

(6)複数の応募者の構成員となることの禁止 

1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。 

(7)市内業者の活用 

応募者の構成員には、可能な範囲で市内業者を採用するよう努めてください。  

(8)改修工事の取扱い 

事業場所では、ESCO 契約期間内に改修工事を行う可能性があります。改修工事が行

われる場合は、ESCO事業者は、市と協力するものとします。 

(9)構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は、認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、

本市と協議を行い、本市がこれを認めたときは、この限りではありません。 

(10)提出書類の変更禁止 

いったん提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表

示等があり、かつ、本市が変更を認めたときは、この限りではありません。 

(11)虚偽の記載の禁止 

企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とします。 

 

4 ESCO 事業者選定の流れ 

 

4-1 応募者 

応募者は、「3.応募条件」で定める資格要件を満たす者とします。 

 

4-2 応募資格要件の確認 

ESCO 提案をした者の応募資格要件を確認し、書類及びプレゼンテーションにより条件

を満たす応募者の提案を有効提案として、4.3 に示す最優秀及び優秀提案の選定を行い
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ます。 

 

4-3 最優秀及び優秀提案の選定 

沼田市立図書館 ESCO事業プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）に

おいて、提案の中から最優秀提案を 1 件及び優秀提案を数件選定します。 

 

4-4 詳細協議 

最優秀提案をした者は、優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画

書（最終提案）の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を

進めるものとします。 

なお、この際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし、費用は、

優先交渉権者の負担とします。 

また、優秀提案をした者を次選交渉権者とします。 

 

4-5 事業者の選定 

本市は、優先交渉権者と契約に向けた詳細診断・事業スキームの構築に関する協議を

行い、予算措置を含めて協議が整った場合に ESCO 契約を締結します。なお、優先交渉

権者との協議が整わない場合は、次選交渉権者と同様の詳細協議を行います。 

 

4-6 事務局 

本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。 

窓口：沼田市総務部財政課管財係 

住所：〒378-8501 沼田市西倉内町 780番地 

電話：0278-23-2111 

電子メール：kanzai@city.numata.gunma.jp 

 

5 ESCO 提案募集スケジュール 

 

5-1 日程 

ESCO 提案の募集及び選定は、次の日程（予定）で行います。 

(1)募集要綱の公表（沼田市ホームページ に掲載）：平成 29 年 10 月 6 日 

(2)現場開放日：平成 29 年 10 月 23 日 

(3)募集要綱・現場開放に関する質問の受付：平成 29 年 10 月 6 日～10 月 27 日 

(4)質疑回答（沼田市ホームページ に掲載）：平成 29 年 11 月 2 日 

(5)企画提案書の受付：平成 29 年 11 月 2 日～11 月 13 日 

(6)プレゼンテーション：平成 29 年 11 月下旬 
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(7)最優秀及び優秀提案の選出、結果通知：平成 29 年 12 月上旬～12 月中旬 

(8)ESCO 契約の締結：平成 30 年 8 月 

(9)ESCO 工事：平成 30 年 9 月～平成 31 年 3 月 

(10)ESCO サービス開始：平成 31 年 4 月 1 日～ 

 

5-2 ESCO 提案募集の手続き 

(1)募集要綱の公表 

募集要綱は、平成 29 年 10 月 6 日から、本市のホームページにて公表します。 

http://www.city.numata.gunma.jp/shisei/keikaku/1006813/1007330.html 

(2)募集要綱・現場開放に関する質問 

本要綱及び現場開放に関する質問は、次により行ってください。 

なお、質問は、各社 1 回限りとします。 

ア 質問の方法 

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上で、任意様式により事務局に

持参、郵送、又は電子メールにより提出してください。郵送、電子メールの場合は、

必ず事務局へ到着を確認してください。 

なお、電話、口頭による質問は受け付けません。 

イ 受付期間  

平成 29 年 10 月 6 日～10 月 27 日（午後 5 時必着） 

持参の場合の受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

ウ 回答 

回答は、平成 29 年 11 月 2 日までに、本市のホームページで公表するものとし、

口頭による個別対応は行いません。 

なお、回答は、本募集要綱と一体のものとして同等の効力を持つものとします。 

(3)現場開放 

現場開放日を次のとおり設定します。現場開放日への参加を企画提案書提出の条件と

します。事前申込制になりますので、参加を希望する場合は、10月 19日（木）午後 5

時までに所属企業部署名、参加者氏名、電話番号を明記の上、事務局 Eメールアドレス

あてに「現場開放参加申込」のタイトルで送付してください。詳細については、本市ホ

ームページで公表します。 

ア 日時・場所 

平成 29 年 10 月 23 日（月）午前 9 時 30 分から午後 3 時まで ※終了しだい解散 

沼田市立図書館（沼田市西倉内町 821番地 1） 

イ 内容 

現地視察・資料閲覧 
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ウ 閲覧可能資料 

・施設概要 

・過去 3 年間の月別光熱水費（電気、ガス、水道）及び使用量 

・図面（建築工事、電気設備工事、機械設備工事等） 

・その他 

・運転管理上の図書類の閲覧は可能ですが、貸出及び複写の依頼等は、一切受け付け

ません。 

(4)企画提案書の提出 

応募者は、前記の現場開放日に参加後、｢8.ESCO 提案時提出書類｣に従い、企画提案

書を作成し、4-6 に記す事務局へ持参で提出してください。 

ア 受付期間 

平成 29 年 11月 2日～11月 13日（受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで） 

 

6 審査及び審査結果の通知 

 

6-1 審査 

審査委員会は、総合的に企画提案書の審査を行います。 

(1)プレゼンテーション後、提案の中から最も適格とされる最優秀提案を 1 件、及び順

位を付してその他数件の優秀提案を選定します。 

(2)最優秀提案者を ESCO 事業契約に向けての優先交渉権者とします。また、優秀提案

者を次選交渉権者とします。 

 

6-2 審査結果の通知及び公表 

(1)審査結果は、文書で通知するものとします。 

(2)審査結果に対する異議を申し立てることはできません。 

(3)審査結果は、本市のホームページで公表します。 

(4)審査結果・審査内容に関する問い合わせには、一切お答えできません。 

 

6-3 失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

(1)期限までに書類が提出されない場合 

(2)提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3)審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(4)本募集要綱に違反すると認められる場合 

 

7 提示条件 
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応募者は、以下に提示する条件に基づき、企画提案書を作成するものとします。 

 

7-1 最低省エネルギー率 

施設全体の省エネルギー率は、10％以上であること。 

 

7-2 提案に関する事項 

(1)地下水の利用提案をしないこと。 

(2)設備更新に関する必須条件 

・空調設備の全面更新 

・天井・壁等の照明の全面 LED 化 

・施設内の誘導灯を全て LED 化 

・屋根の改修 

 (3)事業者提案による改修工事 

 上記必須条件のほか、実施する改修工事に応じて加点する場合もあります。 

※施設管理者の要望事項については、別途現場開放時に説明 

 

7-3 事業の遂行 

(1)平成 31 年 3 月末日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等を完成させ、

平成 31年 4 月 1 日から ESCO サービスを提供できる提案とすること。 

(2)別紙「想定 ESCO 事業スキーム（案）」に示す業務を確実に行うこと。 

 

7-4 ベースライン及び削減保証額等の設定 

(1)ベースラインの設定 

応募者は、別添「ベースライン基本データ」の過去 3 年間のエネルギー使用量及び

光熱水費の単純平均値（以下「エネルギーベースライン」という。）を改修計画の基礎

となる応募時ベースラインとしてください。 

(2)光熱水費削減額、削減予定額及び削減保証額の設定 

ア 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示した上で、省エネルギー改修後の

光熱水費削減額を算出するものとし、これを「光熱水費削減予定額」とします。 

なお、計算に用いる光熱水費単価は、別添「ベースライン基本データ」の光熱水費

単価とします。ただし、エネルギー供給源の変更やエネルギー使用量が大幅に変化す

る提案等の場合は、応募者の提案による光熱水費単価とします。光熱水費単価は、す

べて税込みとし、算定根拠を明示してください。 

イ 応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「光熱水費削減保証

額」を示してください。 
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また、光熱水費削減保証額は、「光熱水費削減予定額」の 70％以上としてくださ

い。 

 

7-5 ESCO サービス料の支払い等 

(1)ESCO サービス料支払期間 

優先交渉権者の提案する ESCO 契約期間とします。 

 

8 ESCO 提案時提出書類 

 

次の提出書類を A4 縦長ファイルに綴じたものを、企画提案書として 10 部提出して

ください。 

（ファイルの表紙及び背表紙には、事業名及び応募者名を記載してください。） 

(1)提案者の会社概要（様式 1-1） 

(2)ESCO 実績（一覧）（様式 1-2） 

(3)業務の実施体制（様式 1-3） 

(4)各役割の責任者業務実績表（様式 1-4） 

(5)業務のフロー及びスケジュール（様式 2-1） 

(6)改修提案項目一覧表（様式 2-2） 

(7)改修提案項目一覧（見取り図）1（様式 2-3） 

(8)事業収支計画（様式 3） 

(9)本事業に関する提案（様式 4） 

(10)関係書類 

ア 印鑑証明書（受付日前 3 ケ月以内に発行されたもの） 

イ 商業登記簿謄本（受付日前 3 ケ月以内に発行されたもの） 

ウ 納税証明書 

エ 財務諸表（最新決算年度のもの。写し可） 

 ・A3 としても構いませんが、A4 サイズに織り込んでください。 

・本市有資格者名簿に登載されている場合は、添付不要です。 
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別添「ベースライン基本データ」 

1 エネルギー使用量 

平成 26年度 

 電気（ｋｗｈ） 上水道（ｍ3） 下水道（ｍ3） ガス（ｍ3） 

 ４月 17,869   393 

 ５月 15,562 296 296 12 

 ６月 14,086   6 

 ７月 17,483 256 256 151 

 ８月 17,992   1,635 

 ９月 14,639 291 291 580 

１０月 16,893   1 

１１月 19,770 261 261 9 

１２月 26,062   1,044 

 １月 31,256 296 296 1,693 

 ２月 26,652   2,180 

 ３月 22,796 282 282 1,616 

合  計 241,060 1,682 1,682 9,320 

平成 27年度 

 電気（ｋｗｈ） 上水道（ｍ3） 下水道（ｍ3） ガス（ｍ3） 

 ４月 17,593     658 

 ５月 14,212 325 325 18 

 ６月 13,951     6 

 ７月 18,268 227 227 187 

 ８月 18,418     1,947 

 ９月 15,362 311 311 519 

１０月 16,085     23 

１１月 15,745 197 197 10 

１２月 21,842     1,044 

 １月 29,304 118 188 2,096 

 ２月 26,652     2,602 

 ３月 23,290 226 226 2,113 

合  計 230,722 1,404 1,474 11,223 
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平成 28年度 

 電気（ｋｗｈ） 上水道（ｍ3） 下水道（ｍ3） ガス（ｍ3） 

 ４月 16,854     744 

 ５月 13,968 191 191 8 

 ６月 15,860     10 

 ７月 18,167 195 195 676 

 ８月 19,727     2,146 

 ９月 16,544 181 181 2,107 

１０月 15,807     80 

１１月 18,231 189 189 270 

１２月 22,349     1,480 

 １月 30,309 176 176 2,257 

 ２月 26,274     3,037 

 ３月 22,739 194 194 2,197 

合  計 236,829 1,126 1,126 744 

 

2 光熱水費（単位：円、税込） 

平成 26年度 

 電気 上水道 下水道 ガス 

 ４月 482,312   128,115 

 ５月 428,876 37,420 43,200 8,013 

 ６月 408,388   6,058 

 ７月 491,520 33,300 38,340 52,686 

 ８月 495,816   515,957 

 ９月 428,945 37,840 43,740 182,900 

１０月 454,868   4,412 

１１月 500,255 33,950 39,110 6,892 

１２月 624,567   350,085 

 １月 727,483 38,490 44,510 563,843 

 ２月 655,245   720,059 

 ３月 594,839 36,670 42,350 528,754 

合  計 6,293,114 217,670 251,250 3,067,774 
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平成 27年度 

 電気 上水道 下水道 ガス 

 ４月 491,582     196,917 

 ５月 423,100 42,240 48,990 9,189 

 ６月 414,842     5,760 

 ７月 492,901 29,540 33,860 55,484 

 ８月 477,276     541,086 

 ９月 415,309 40,430 46,830 146,771 

１０月 409,639     8,637 

１１月 404,098 25,660 29,220 6,061 

１２月 496,149     222,091 

 １月 592,826 24,490 27,830 435,649 

 ２月 655,245     536,160 

 ３月 498,685 29,410 33,700 440,544 

合  計 5,771,652 191,770 220,430 2,604,349 

 

 

平成 28年度 

 電気 上水道 下水道 ガス 

 ４月 409,141     146,713 

 ５月 347,899 24,880 28,300 5,559 

 ６月 372,333     5,887 

 ７月 413,606 25,400 28,910 122,633 

 ８月 430,206     372,593 

 ９月 382,330 23,580 26,750 359,870 

１０月 352,003     17,583 

１１月 387,372 24,620 27,990 49,709 

１２月 440,977     279,961 

 １月 544,085 22,930 25,980 427,065 

 ２月 505,601     577,854 

 ３月 463,984 25,270 28,760 423,049 

合  計 5,049,537 146,680 166,690 2,788,476 
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【別紙】想定 ESCO 事業スキーム（案） 

下記に示す想定 ESCO 事業スキーム（案）は、優先交渉権者と本市が ESCO 契約を締結

するに当たっての諸条件を案として整理したものです。企画提案書作成の参考として活

用してください。 

 

1 事業概要 

 

1-1 事業の名称 

沼田市立図書館 ESCO 事業 

 

1-2 契約方式 

シェアード・セイビングス契約（民間資金活用型） 

 

1-3 事業内容 

優先交渉権者は、本市とともに本事業に関する事業フレームを詳細協議により構築

し、本市と事業者で締結する ESCO 契約（5～15 年）に基づき、事業者は省エネルギ

ーを実現させる包括的エネルギーサービス（以下「ESCO サービス」という。）を本市

に提供し、本市は ESCO サービスに対する報酬（以下「ESCO サービス料」という。）

を事業者に支払います。 

 

(1)提供するサービス 

事業者は、自らの資金で省エネルギー改修設備等（以下「ESCO 設備」という。）を

設置し、本市と結ぶ ESCO 契約に基づき、契約期間内において、設備の運転管理、維

持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計

測・検証等を含む ESCO サービスを提供するものとします。 

(2)運転管理 

事業者は、契約期間内に、自らの責任で ESCO 設備の運転管理及び維持管理を行う

ものとします。また、ESCO 設備及び本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、

事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うものとします。 

(3)計測・検証 

事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保

証するものとします。 

(4)契約終了後の ESCO 設備の取り扱い 

ESCO 契約期間終了後、本市及び事業者は、ESCO 設備等の所有権について協議を行

うものとします。 
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1-4 事業場所 

名称：沼田市立図書館 

住所：〒378-0042 群馬県沼田市西倉内町 821番地 1 

用途：社会教育施設 

規模：SRC 造 延べ面積 4,957.78 ㎡ 

 

1-5 業務の範囲 

事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとします。 

(1)本事業に関する詳細協議、ESCO 契約関係書類の作成 

(2)省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理及びその関連業務 

(3)工事に関連する全ての手続き業務及びその関連業務 

(4)ESCO 契約期間内における ESCO 設備の運転及び維持管理業務 

(5)ESCO 契約期間内における ESCO 設備及び既存設備の運転管理指針に基づく助言業務 

(6)ESCO 契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務 

(7)ESCO 契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務 

(8)ESCO 契約期間終了後に本市から要求があった場合における ESCO 設備の所有権移転

業務 

 

2 事業者の条件 

 

(1)事業者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ（複数の企業の

共同）とします。 

(2)ESCO 契約までの間に、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能と

します。ただし、設立条件等に関しては、本市と協議した上で合意を得る必要がありま

す。 

(3)事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約

時に適正な委託契約及び請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の承諾を

得なければなりません。 

(4)事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関す

る合意書を本市に提出してください。 

なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、本市に対し連帯責任を負う旨を

示す条項を含むものとします。また、事業役割の構成企業の代表者は、本市との対応窓

口となり、契約等諸手続きを行い、事業遂行の責を負うものとします。 

 

3 提示条件 
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3-1 事業の遂行 

(1)平成 31 年 3 月末日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等を完成させ、

平成 31年 4 月 1 日から ESCO サービスを提供すること。 

(2)「1 事業概要 1-5 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。 

 

3-2 事業資金計画等 

(1)事業者は、提案する省エネルギー改修に要する費用の全額を負担し、本市は、地方

自治法第 214 条に基づき債務負担行為を設定し、本事業に必要な ESCO サービス料を

ESCO 契約期間にわたり毎年支払うものとします。 

(2)優先交渉権者は、省エネルギー改修に係る補助金の申請に関連する諸手続を、本市

と協議の上行うものとします。ただし、補助金が獲得できない場合も事業は実施します。 

 

3-3 ベースライン及び削減保証額等の設定 

(1)ベースラインの設定 

優先交渉権者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独

自の推計方法によりエネルギーベースラインの設定ができるものとします。その際は、

外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等（以下「エネルギーベース

ライン変動要因」という。）によりエネルギーベースラインが変動することから、エネ

ルギーベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要が

あります。 

 

3-4 ESCO サービス料の支払い等 

(1)支払方法 

ア ESCO 契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市

と優先交渉権者との協議によるものとします。 

イ 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に ESCO サービス料を算定して、指定され

た期日までに本市に請求書を送付するものとします。 

ウ 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があるこ

とを確認した上で、所定期日までに ESCO サービス料を支払います。 

エ 「実現した光熱水費削減額」が「光熱水費削減保証額」を下回る場合の当該年度分

の ESCOサービス料は、「光熱水費削減保証額－実現した光熱水費削減額」を ESCO サ

ービス料から減じた額とします。 

オ 事業者は、実現した光熱水費削減額が負の値となったときは、本市が当該年度要し

た光熱水費からベースラインを減じて得た金額を本市に支払うものとします。 

カ 事業者の申し出を受け、エネルギーベースラインの見直しに係る要件に該当するこ

とを本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではありません。 
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キ 支払いは、本市の通常の方法によるものとします。 

ク ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と

協議の上、「ESCO 契約書」で定めるものとします。 

(2)ESCO サービス料の総支払額 

ESCO サービス料の総支払額は、ESCO 契約期間中の以下に示す元金相当費用と、金利

及び事業者の利益を加えた額とします。 

なお､提案から契約までの期間中に､物価等について著しい変動が発生した場合には､

本市と事業者が協議の上､額を見直すことができるものとします。 

また、毎年支払われる ESCO サービス料は、各年度にわたる均等払いとします。 

 

ア 元金相当費用 

・詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書の作成及びその関連業務に係る費

用 

・省エネルギー改修工事及びその関連業務に係る費用 

・ESCO 設備の維持管理に係る費用 

・計測・検証に係る費用 

・既存設備以外の新たに導入した設備に関する運転管理に係る費用 

・契約に係る経費（印紙代は事業者負担とする。） 

・租税 

・その他、本 ESCO 事業に伴う経費（必要な調査費用等） 

イ 金利の算出方法 

・金利は、優先交渉権者の提案によるものとします。 

・固定金利で、商取引上妥当な値とします。 

(3)光熱水費削減保証とエネルギーベースラインの調整方法 

ア 当該年度のエネルギーベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるエネ

ルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し

出を本市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調整を行い、改めて本

市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。 

イ エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定

については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。 

また、エネルギーベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議に

より承諾を受けなければなりません。 

(4)ESCO サービス料に係る債権の取り扱い 

ESCO サービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができません。ただし、あ

らかじめ本市の承認を受けたときは、この限りではありません。 
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3-5 運転及び維持管理に関する事項 

(1)運転管理指針の提示について 

事業者は、ESCO 設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理指針（案）」を提案し、

本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。事業者及び本

市は、善良なる管理者の注意義務をもってその運転管理指針に則り、事業者及び本市

が協力して運転管理を行うものとします。 

なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調

査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して

適切な運転管理の提言を行うことができます。 

また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことがで

きます。 

(2)ESCO 設備の維持管理について 

ア 事業者は、本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管

理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとしま

す。 

イ 事業者は、ESCO 設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければなり

ません。 

本市は、維持管理が計画どおりでなく、若しくは不十分であるときは、事業者に

対して必要な措置を命ずる場合があります。 

ウ 事業者は、ESCO サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように

維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とします。 

(3)行政財産の使用許可手続について 

事業者は、必要に応じて ESCO 設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行う

ものとします｡ただし、使用料の支払いは、免除します。 

(4)保険について 

事業者は、ESCO 設備について、本市が加入する公益社団法人全国市有物件災害共

済会の「建物総合損害共済」以外に必要とするときは、自己の負担で保険に加入する

こととします。だたし、加入する種類及び内容は、本市と協議の上定めるものとしま

す。 

 

3-6 計測・検証に関する事項 

(1)事業者は、提案により示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び光熱水費削減保

証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示

し、ESCO 契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行うものとします。 

(2)事業者は、計測・検証結果を毎年市に報告し、本市は、それを確認します。 

(3)事業者による計測・検証の報告に疑義がある場合、本市は、第三者に依頼して計測・
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検証を行うことができるものとします。この結果が事業者によるものと著しく乖離す

る場合、その費用は、事業者が負担するものとします。 

3-7 包括的エネルギー管理計画書の作成 

優先交渉権者は、詳細診断終了後、前記の 3-2 から 3-6 に示す内容を併せた包括的

エネルギー管理計画書（最終提案書）を作成するものとします。ESCO 提案書と包括的

エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開

始することがあります。 

 

4 事業の実施に関する事項 

 

4-1 誠実な業務遂行義務 

(1)事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要綱、配付資料及び契約書に基づ

く諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。 

(2)業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市、ESCO 事業者間で誠意をもって

協議することとします。 

 

4-2 ESCO 契約期間中の事業者と本市の関わり 

ESCO 事業は、事業者の責により遂行され、本市は、ESCO 契約に定められた方法に

より事業実施状況について確認を行います。 

 

4-3 本市と事業者との責任分担 

(1)基本的考え方 

ESCO 提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担しなければ

なりません。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合

理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、

別途協議を行うことができます。 

(2)予想されるリスクと責任分担 

本市と事業者の責任分担は、原則として次表の｢予想されるリスクと責任分担｣によ

ることとし、応募者は、負担すべきリスクを想定した上で ESCO 提案を行うものとし

ます。 

なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとします。 

(3)事業の継続が困難となった場合における措置 

事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO 契約書において定めるも

のとします。 
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表 予想されるリスクと責任分担 

 

リスクの種類 

 

リスク

負担者 

市 事業者 

 

共 

通 

募集要綱の誤り 募集要綱の記載事項に重大な誤りのあるもの ○  

効果保証の未達 ESCO 提案の低減が達成できない場合  ○ 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保  ○ 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全  ○ 

制度の変更 消費税の変更 ○  

消費税以外の税に関するもの  ○ 

事業の中止・延期 本市の指示によるもの ○  

周辺住民等の反対による事業の中止・延期 ○ ○ 

施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの  ○ 

本市の不注意等による建設許可等の遅延による ○  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

 

計 

画 

・ 

設 

計 

段 

階 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響

のあるもののみを対象とする） 

○ ○ 

設計変更 本市の提示条件、指示の不備によるもの ○  

事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

応募コスト 応募コストの負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

予定した補助金等が獲得できない場合 ○ ○ 

 

 

 

 

 

建

設

段

階 

 

 

 

 

第三者賠償 調査・建設における第三者への損害賠償義務  ○ 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響

のあるもののみを対象とする） 
○ ○ 

用地の確保 設置場所の確保 ○  

立ち入り許可 必要な施設への立ち入り許可 ○  

設計変更 本市の提示条件、指示の不備によるもの ○  

事業者の指示・判断の不備によるもの  ○ 

工事遅延・未完工 
本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延期 ○  

事業者の責による工事遅延・未完工による引き

渡しの遅延 

 
○ 
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 工事費増大 本市の指示・承諾による工事費の増大 ○  

事業者の判断の不備によるもの  ○ 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

一時的損害 引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害  ○ 

引き渡し前に工事に起因し施設に生じた損害  ○ 

支

払

関

連 

金利の変動 金利の変動  ○ 

支払遅延・不能 
本市の責による、支払の遅延・不能によるもの ○  

計測・検証報告の遅延により支払いを留保する  ○ 

省エネルギー保証行為の不履行  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維

持

管

理

関

連 

計画変更 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 ○  

事業者が必要と考える計画変更  ○ 

立ち入り許可 
合理的な事由に因らない場合であって、必要な

施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未

遂行 

○ 
 

維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費用の増大  ○ 

ESCO 設備の損傷 本市の過失または本市の施設に起因するESCO 

設備の損傷 
○ 

 

事業者の故意・過失に起因する ESCO 設備の損  ○ 

公共施設損傷 事業者の故意・過失または、ESCO 設備に起因す

る本市の施設・設備の損傷 

 
○ 

不可抗力以外のその他の原因による本市の施

設・設備の損傷 
○ 

 

瑕疵担保 ESCO 設備に関する隠れた瑕疵の担保責任  ○ 

不可抗力 火災・天災・戦争などの不可抗力による本市の

施設の損傷 
○ 

 

火災・天災・戦争などの不可抗力による ESCO 設

備等の損傷 
○ ○ 

計

測

・

検

証 

設備の不良 ESCO 設備が所定の性能を達成しない場合  ○ 

計測・検証 計測・検証報告への疑義  ○ 

計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅延・不 ○  

光熱水費単価の変 光熱水費単価の変動 ○  

エネルギーベー

スラインの調整 

機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管

理方法の顕著な変更 
○ 

 

上記以外の変動要因の場合 ○ ○ 
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性能 
要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

仕様不適合による施設・設備への損害、本市の

施設運営・業務への障害 

 
○ 

 

5 契約に関する事項 

 

5-1ESCO 契約締結時期 

平成 30 年 8 月（予定） 

 

5-2 契約の概要 

契約は、募集要綱及び包括的エネルギー管理計画書に基づき、協議が整った場合に締

結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管

理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法等を定めるものとします。 

また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及

び時期等について明記するものとします。 

 

6 詳細設計及び工事施工に関して提出する書類並びに注意事項 

優先交渉権者は、ESCO 契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画

書の一部として、以下の書類を本市に提出するものとします。 

なお、提出方法等の詳細については、別途定めることとします。詳細設計にあたって

は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工事編）」、

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工事編）」

（最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）の仕様と機能的に同等程度の設計を行

うこととし、本市の担当者の承諾を受けなければなりません。 

また、これらの仕様書に記述のない施工については、本市の担当者が確認することを

必要とします。 

 

6-1 詳細設計時 

設計にあたっては、本市と十分に協議してください。 

(1)設計書類 

設計負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類 

(2)工事内訳書 

工事内訳書は、工事費の費目とその内訳がわかる資料を市の指定する様式にて提出し

てください。 

(3)図面 
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ア 空調関係図： 

図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・

断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳

細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、

盤結線図、その他必要な図面 

イ 電気関係図： 

図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室等単線結線図及び平面図、電灯・動

力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平

面図、照明器具表（または姿図）、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その

他必要な図面 

ウ 衛生関係図：衛生関係の提案がある場合のみ提出してください。 

図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図（便

所他）、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面 

エ 建築関係図：建築関係の提案がある場合のみ提出してください。 

図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩径図、

各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要

な図面 

オ その他、必要な図面 

なお、ア～オの図面の作成に当たっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮

設図を添付してください。 

 

6-2 工事施工時 

(1)工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理に当たっては、

本市の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工

計画を作成し、本市の承諾を受けて施工するものとします。 

(2)事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うものとしま

す。 

(3)事業者は、工事ごとの「標準仕様書」（最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

及び「監理指針」（最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準じた適正な施

工を行うものとします。 

(4)本市は、定期的に事業者の工事施工及び工事監理の状況の確認を求め、事業者は、

この求めに誠実に応じるものとします。 

(5)事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものと

します。 

また、工事現場での施工状祝の確認を行うものとします。 

(6)工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に
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行うものとします。 

(7)工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けるものとします。 

(8)その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出するも

のとします。 


